
市 町 村 関係窓口 電 話 番 号 郵便番号 所 在 地

徳 島 市

鳴 門 市

小 松 島 市

阿 南 市

吉 野 川 市

阿 波 市

美 馬 市

三 好 市

税務事務所

税 務 課

〃

〃

〃

〃

〃

〃

（088）621－5111

（088）684－1207

（0885）32－2115

（0884）22－1114

（0883）22－2215

（0883）36－8713

（0883）52－5602

（0883）72－7614

770－8571

772－8501

773－8501

774－8501

776－8611

771－1695

777－8577

778－8501

徳島市幸町2丁目5

鳴門市撫養町南浜字東浜170

小松島市横須町1－1

阿南市富岡町トノ町12－3

吉野川市鴨島町鴨島115－1

阿波市市場町切幡字古田201－1

美馬市穴吹町穴吹字九反地5

三好市池田町シンマチ1500－2

勝浦郡
勝 浦 町

上 勝 町

税 務 課

税 務 課

（0885）42－1503

（0885）46－0111

771－4395

771－4501

勝浦町久国字久保田3

上勝町福原字下横峯3－1

名東郡 佐那河内村 住民税務課 （088）679－2114 771－4195 佐那河内村下字中辺71－1

名西郡
石 井 町

神 山 町

税 務 課

税務保険課

（088）674－1115

（088）676－1115

779－3295

771－3395

石井町高川原字高川原121－1

神山町神領字本野間100

那賀郡 那 賀 町 税 務 課 （0884）62－1182 771－5295 那賀町和食郷字南川104－1

海部郡

牟 岐 町

美 波 町

海 陽 町

税務会計課

税 務 課

税 務 課

（0884）72－3410

（0884）77－3615

（0884）73－4153

775－8570

779－2395

775－0295

牟岐町大字中村字本村7－4

美波町奥河内字本村18－1

海陽町大里字上中須128

板野郡

松 茂 町

北 島 町

藍 住 町

板 野 町

上 板 町

税 務 課

〃

〃

〃

〃

（088）699－8715

（088）698－9803

（088）637－3117

（088）672－5983

（088）694－6807

771－0295

771－0285

771－1292

779－0192

771－1392

松茂町広島字東裏30

北島町中村字上地23－1

藍住町奥野字矢上前52－1

板野町吹田字町南22－2

上板町七條字経塚42

美馬郡 つ る ぎ 町 税務国保課 （0883）62－3111 779－4195 つるぎ町貞光字東浦1－3

三好郡 東みよし町 税 務 課 （0883）82－6304 779－4795 東みよし町加茂3360

個人住民税

法人住民税・事業税

不動産取得税

平成27年度　主な地方税法等の改正◆市町村税についてのお問い合わせ先

１　ふるさと納税について

　特例控除額の控除限度額が個人住民税所得割額の１割から２割に拡充されます。なお、この改正につい

ては、平成28年度分以後の個人住民税に適用されます。

　また、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告をせずにワンストップで

寄附金税額控除を受けられる特例が創設されました。

２　住宅借入金等特別税額控除について

　所得税の住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれなかった額がある場合に翌年度の個人住民税か

ら控除される住宅ローン減税制度の適用期限が平成31年６月30日まで１年半延長されました。

１　住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率を３％とする特例措置並びに宅地評価土地の取得に係る

不動産取得税の課税標準額を価格の２分の１とする特例措置が、それぞれ平成30年３月31日まで３年間

延長されました。

２　宅地建物取引業者が平成27年４月１日から平成29年３月31日までに中古住宅を取得し、２年以内に改

修工事を行った上で個人に販売したとき、一定の要件を満たす場合に不動産取得税の税額を減額する特例

措置が創設されました。

　法人事業税の所得割の税率引下げ及び外形標準課税の拡大等について次のとおり改正されました。

１　資本金１億円超の普通法人に係る外形標準課税（付加価値割、資本割）を、２年間で、現行の４分の１

から２分の１に段階的に拡大。（平成27年４月１日以後、平成28年３月31日以前に開始する事業年度及

び平成28年４月１日以後に開始する事業年度から適用。）

２　所得の拡大を図る観点から、法人税における所得拡大促進税制と同様の要件を満たす法人について、給

与増加分の負担を軽減。（平成27年４月１日以後、平成30年３月31日以前に開始する事業年度に適

用。）

３　外形標準課税の拡大による負担増となる法人のうち、事業規模が一定以下の法人について、２年間に限

り負担増を原則２分の１に軽減。（平成27年４月１日以後、平成28年３月31日以前に開始する事業年度

及び平成28年４月１日以後、平成29年３月31日以前に開始する事業年度に適用。）

４　資本割の課税標準について、現在の課税標準である資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額を下

回る場合、当該額を課税標準額とする見直し。また、法人住民税均等割の税率区分の資本金等の額を資本

割の課税標準に統一。（平成27年４月１日以後に開始する事業年度から適用。）

県たばこ税・市町村たばこ税
　国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、旧３級品のたばこ税の特例税率が廃止されることと

なり、平成28年４月１日から段階的に税率が引き上げられ、平成31年４月から一般の紙巻たばこと同じ税

率になります。

－ 62－ － 63－



固定資産税

■混雑する地方公共団体の窓口に出かけなくても、自宅やオフィスから
インターネットで簡単に申告、申請・届出等ができます。

■複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信できます。

■市販の税務会計ソフトで作成したデータが使えます。
　( ｅＬＴＡＸ対応ソフトに限ります )

■ｅＬＴＡＸ用ソフト (PCdesk) で申告書が簡単に作成できます。

※19年４月から、税理士等が依頼を受けて納税者の申告書を作成し送信する場合は、

納税者本人の電子署名及び電子証明書の添付は利用者の任意になりました。

http://www.eltax.jp/
★電話によるお問い合わせは、「０５７０－０８１４５９」

※ 上記の電話番号でつながらない場合は、「０３－５５００－７０１０」

◇各地方公共団体ごとのサービス内容も掲載しています。

◇利用時間は、8：30～24：00 です。（土日祝、年末年始（12/29～1/3）を除きます）

★徳島県では、eLTAX による「法人県民税・法人事業税・地方法人特別税」

の「電子申告」及び「電子申請・届出」のサービスを実施しています。

法人の「申告」や「設立・設置届出」などの手続きを、パソコンからインタ

ーネットを通じて簡単に行うことができますので、是非、ご利用ください。

ｅＬＴＡＸにするとこんなにベンリ！

税理士関与の電子申告は、納税者の電子証明書が不要です。

★利用届出・電子申請・届出手続きは、ｅＬＴＡＸホームページから

自動車取得税
１　排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境への負荷の少ない自動車について、非課税及び軽減措置（いわ

ゆる「エコカー減税」）が燃費基準等の切り替えを行った上で、平成29年３月31日まで延長されました。

２　公共交通移動等円滑化基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス並びにユニバーサルデザイ

ンタクシーに係る課税標準の特例措置が、平成29年３月31日まで延長されました。

３　先進安全自動車（ASV）の取得に係る各種軽減措置について、平成29年３月31日まで拡充・延長され

ました。

軽自動車税
１　グリーン化特例（軽課）の導入

　平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に取得される一定の環境性能を有する軽四輪等につ

いて、平成28年度分の軽自動車税を軽減する特例措置（いわゆるグリーン化特例）が導入されます。

　なお、対象車と軽減割合は次のとおりです。

＜軽乗用車＞

　電気自動車等 概ね75％軽減

　H32年度燃費基準＋20％達成車 概ね50％軽減

　H32年度燃費基準達成車 概ね25%軽減

＜軽貨物車＞

　電気自動車等 概ね75％軽減

　H27年度燃費基準＋35％達成車 概ね50％軽減

　H27年度燃費基準＋15％達成車 概ね25%軽減

２　二輪車に係る税率の引き上げ時期の延期

　二輪車に係る税率の引き上げ時期が１年延長され、平成28年４月１日からとなります。

狩　猟　税
　有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、対象鳥獣捕獲員等に対する税率の特例措置が以下のように拡充

され、平成30年度まで実施されます。

対象鳥獣捕獲員　　　　　　　　　　　　　　→　非課税

認定鳥獣捕獲等事業者の従事者　　　　　　　→　非課税

有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従事者　→　税率２分の１

　空き家の除却等を促進するための所要の措置の導入

　管理不全の空き家の除却・適正管理を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に

よる必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税の課税標

準の特例措置の対象から除外します。

＜参考＞住宅用地（住宅の敷地で住宅の床面積の10倍までの土地）の課税標準の特例の概要

　小規模住宅用地（住宅用地のうち200㎡以下の部分） ………６分の１

　一般住宅用地　（小規模住宅用地以外の住宅用地）…………３分の１
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